
＜別紙２ 障害者グループホーム版＞ 

第三者評価結果 

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織（共通評価Ⅰ－１～４） 

 取組の状況（努力・工夫していること、課題と考えている事） 

1 

（Ⅰ-1 理念・基本方針） 

法人の理念と基本方針はホームページ等で公表され、職員に対しても新任者研修や職員ハン

ドブック等で周知しています。事業所では事務室に理念を掲示し、職員会議で職員倫理綱領

等を読み合わせています。特に、障害施設での虐待事件等が報道された時には、職員全員で

理念や基本方針を振り返っています。管理者は、更に職員への周知を徹底し充実させたいと

考えています。 

2  
（Ⅰ-2 経営状況の把握） 

毎月の収支については、月次試算表を基に常勤職員で把握・分析をしています。おおまかな

内容は非常勤職員にも伝えています。利用者の定着率は良く、共同生活援助事業と並行して

行っているショートステイ事業との兼ね合いで、経営面では安定しています。今後は、職員

一人ひとりの働き方を大事にできるよう、負担を平均化し休暇取得を促進することや、前提

となる介護技術の向上を図ることが課題と管理者は考えています。 

3  
（Ⅰ-3 事業計画の策定） 

年度末に、管理者が年度の課題を念頭に事業計画案を作り、職員会議で意見を出し合いま

す。出された意見を計画案に反映して最終的に次年度の事業計画を常勤会議で策定していま

す。事業計画は職員に回覧し、家族には懇談会で概要を伝えています。コロナ禍で、活動制

限を余儀なくされていますが、利用者には安全と共に楽しみも提供したいと考えており、で

きなくなった活動の代替案を見つけるための工夫をしています。 

4 
（Ⅰ-4 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組） 

職員は年度末に自己評価をして、業務の振り返りを行っています。管理者による面談も日常

的な話の他に定期的に実施し、事業の重要性を理解してもらうよう努力しています。利用者

のニーズを把握することが大切と考え、日々の利用者支援や家族との面談、会議等の情報を

共有しています。利用者のニーズの把握と共に、利用者が自己選択、自己決定ができるよう

な支援を心がけています。サービスの質の向上のため、欠員の補充と人材育成が課題と考え

ています。 

 

Ⅱ 組織の運営管理（共通評価Ⅱ－１～４） 

 取組の状況（努力・工夫していること、課題と考えている事） 

5 

（Ⅱ-1 管理者の責任とリーダーシップ） 

管理者は、利用者や職員の状況を把握するため、日々、会話や意見交換をすることを心がけ

るとともに、職員会議で、事業所で行う支援の重要性や支援技術向上に向けた話についても

伝える努力をしています。市主催の事業推進のための会議や法人の全ホーム部会、管理職会

議には必ず出席し、必要な情報を得て職員に伝達しています。また、職員の意見を業務に反

映しており、最近では入浴支援の改善に向けた提案を取り入れ実施しました。職務分掌につ

いて、事業所独自に文書化し責務を明確化されることが望まれます。 

6 

（Ⅱ-2 福祉人材の確保・育成） 

常勤職員が退職したため法人に補充を依頼していますが、困難な状況にあります。このた

め、既存職員の業務負荷が増大しています。管理者は、職員の希望や勤務状況を把握し、勤

務シフトを細かく調整しています。常勤職員は、入職時研修、フォローアップ研修や分野別

研修など体系化された研修を受講していますが、非常勤職員の場合、入職時以外は、ＯＪＴ
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が主となっています。非常勤職員においても、ホームにおける福祉サービスの質の向上に繋

げるため、職員それぞれの事情を勘案しながら、研修に参加しやすい環境作りの工夫をする

ことが期待されます。限られた職員数での、一人ひとりにかかる業務の負担軽減が課題とな

っています。 

7 

（Ⅱ-3 運営の透明性の確保） 

法人ホームページには、理念、基本方針、提供するサービスの内容、事業報告書、事業計画

書、事業予算書、ホームの活動に関する情報等を掲載しています。最新の決算情報は、福

祉・保健・医療情報ネットワークに掲載されています。第三者評価は3年ごとに受審し、結果

はインターネットで公開しています。また、法人による事業所への定期監査や監査法人によ

る不定期監査を実施しています。 

8 

（Ⅱ-4 地域との交流、地域貢献） 

回覧板などで、どんど焼きや朝市など地域のイベントの情報を入手し、室内に掲示していま

す。職員は、ガイドヘルパーの利用や自治会への行事の参加など利用者と地域との交流を積

極的に支援しています。この結果、利用者は、毎月のようにイベントに参加しています。地

区の社会福祉協議会が主催するイベントに職員が参加し、地域の福祉資源が提供しているサ

ービスを来場者に紹介しています。地域のお祭りの際には、子ども神輿の休憩場所としてホ

ームの駐車場を提供し、浴衣会には地域の方が着付けの手伝いに来てくれるなどの交流を図

っています。 

 

Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス（共通評価Ⅲ－１－（１）～（５）） 

 取組の状況（努力・工夫していること、課題と考えている事） 

9 

（Ⅲ-1-(1)利用者を尊重する姿勢の明示） 

事業所で最も大切にしていることは、それぞれに異なる利用者の意見を尊重し、その人に合

わせたサービスを提供することです。法人の人権侵害レポートを活用し、また職員から人権

に係る話題が出た時に、職員会議で意見交換をして利用者尊重の支援を確認しています。法

人の全ホーム部会で作成している支援の手順書は、利用者主体の基本方針で作成され、課題

が出現するごとに見直しをしています。同性介護、プライバシーの尊重等が守られていま

す。 

10 

（Ⅲ-1-(2)福祉サービスの提供に関する説明と同意(自己決定）） 

福祉サービスの開始時には、本人と家族にルビを振った重要事項説明書と契約書をもって説

明をしています。特に重要事項説明書では、丁寧にホームでの生活を説明しながら、困った

時にはいつでも相談ができることを繰り返し伝えています。また、日常的な支援の中から利

用者本人の希望を汲み取り、本人の選択を尊重しています。事業所の行事も利用者の希望を

基に職員が計画し、利用者の自主的な関わりを引き出しています。 

11 

（Ⅲ-1-(3)利用者満足の向上） 

日常的に、利用者が気軽に職員と話ができる雰囲気を作っています。また、事業所の玄関に

みんなの声ポストを設置し、利用者の意見に応えています。意見等は１年分を纏めて家族に

配布しています。毎年度末には利用者アンケートを実施し、利用者や家族の声を聞いていま

す。年４回開催する職員家族懇談会でも直接意見を聞き、要望に対応するとともに、家族の

事情を把握することでより適切な利用者支援につなげています。 

12 

（Ⅲ-1-(4)利用者が意見等を述べやすい体制の確保） 

入所時に重要事項説明書で、困ったことがある時はいつでも相談できることを、繰り返し記

載し説明しています。日々の生活の中でも随時利用者の話を聞く旨の声掛けをし、利用者が

希望する職員と面談できるよう配慮しています。利用者の様子が気になる時には職員の方か

ら声を掛けています。利用者情報は、日誌や口頭、メモなどにより職員間で共有していま
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す。管理者は常勤職員が欠員のため、以前と比べて細やかなやり取りが減少したことが課題

と考えています。 

13 

（Ⅲ-1-(5)安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組） 

ヒヤリハットには、利用者の発作やパニック障害などの情報を含め、システムに入力してい

ます。ヒヤリハットに蓄積した情報を活用し、発生時の状況や今後の対応方法を話し合って

います。法人が感染症対策マニュアルを改訂した際には、職員会議で読み合わせをし、変更

点を確認しています。新型コロナウイルス感染防止のため、Ｎ95マスクの取り扱い、防護

服や手袋の着脱等に関する研修を受講しました。災害時に備え、水や非常食を備蓄していま

すが、約2日分相当の備蓄量にとどまっています。期限切れ前に交換していますが、備蓄リ

ストの更新が滞っており課題と認識しています。 

 

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保（共通評価Ⅲ－２－（１）～（３）） 

 取組の状況（努力・工夫していること、課題と考えている事） 

14 

（Ⅲ-2-(1)提供する福祉サービスの標準的な実施方法の確立） 

グループホームの標準的な実施方法は、法人が主催している全ホーム部会で支援手順書とし

て取りまとめています。支援手順書には、利用者の尊重やプライバシーの保護を明示してい

ます。職員の異動や育休などに備え、グループホーム独自の手順書の必要性について、今後

検討する予定です。管轄のグループホームと一緒に実施している「常勤会議」での意見交換

を通じて、福祉サービスの標準的な実施方法について検証し、必要な見直しを実施していま

す。この結果、常勤は他のグループホームでの勤務が可能となっています。 

15 

（Ⅲ-2-(2)適切なアセスメントによる福祉サービス実施計画の策定） 

法人が作成した各種アセスメントシートを活用し、個別支援会議を開催して今後一年の支援

計画を策定しています。アセスメントは利用者・家族を交えて実施していますが、家族の思

いと利用者の希望が異なる場合、必要に応じて利用者の意見を代弁し、利用者と家族にとっ

てより良い計画になるよう努めています。管理者は常勤職員の欠員が解消された時には、利

用者とのコミュニケーションを密にし、スピード感をもって、より利用者の立場に立った計

画を策定したいと考えています。 

16 

（Ⅲ-2-(3)福祉サービス実施の適切な記録） 

利用者への支援の際に気づいた変化や留意事項は、職員間でその場で話し合うとともに、職

員会議でも共有しています。利用者の心身や生活状況および支援内容は、法人内で統一した

記録管理システムに入力しています。記録管理システムを活用し、日中の施設と利用者の様

子を共有しています。記載内容や書き方に差異が生じないように、常勤職員が記録の方法に

関する研修に参加し、内容を非常勤職員に伝えています。 

 

Ａ-１ 利用者の尊重と権利擁護（内容評価A－１－（１）、（２）） 

 取組の状況（努力・工夫していること、課題と考えている事） 

17 

（Ａ-1-(1)自己決定の尊重） 

支援の基本となる個別支援計画の策定には、利用者の考えを第一とし、生活支援や行事の実

施等については、基本的に利用者一人ひとりの希望や意思を優先して行っています。定期的

に利用者ミーティングを実施し、皆で生活ルールなどを話し合い決定していますが、個人の

意見や好みを尊重しながら、全体として困る状況が生じないよう職員が調整しています。そ

の際には職員の高い支援技術が求められるため、研修等に力を入れています。 

18 

（Ａ-2-(2)権利侵害の防止等） 

法人では職員倫理行動マニュアルや職員ハンドブック、虐待防止マニュアル等で利用者の権

利擁護を周知しています。事業所でも利用者の自己選択、自己決定を支援の基本に置いてお
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り、支援は必ず本人に確認してから了解のもとで行っています。また、事業計画書に実施方

針として基本的人権と権利擁護について明記し、職員会議で読み合せるなど職員が利用者の

権利を考える機会を作っています。現在まで、身体拘束等の事実はありませんが、やむを得

ない場合の身体拘束については、今後も議論を継続していく必要があると考えています。 

 

Ａ-２ 生活支援（内容評価A－２－（１）～（８）） 

 取組の状況（努力・工夫していること、課題と考えている事） 

19 

（Ａ-2-(1)支援の基本） 

事業所では、ホームでの生活は利用者の安全を守ることだけではなく、楽しみも提供したい

と考えています。個別支援計画に則り一人ひとりの状況に合わせて、金銭管理、掃除、時間

の管理等生活上の管理が不得手な利用者や、一般的な社会常識の習得が必要な利用者など後

見人も参加して支援方法の話し合いを行い、相互の了解のもとで支援を行っています。生活

の楽しみとして、利用者と職員による宿泊旅行や家族も含めたサロンや懇親会を年数回実施

しています。 

20 

（Ａ-2-(2)日常的な生活支援） 

利用者の意向を基に作成した個別支援計画に基づき、利用者の安全、人権の尊重を厳守し、

利用者の障がい特性やコミュニケーション方法など個別の状況に応じて、本人の意向を聞き

ながらサービスを提供しています。特にプライバシーに関することは大切にしており、洗濯

物には触らない、排泄、入浴、着脱衣等直接体に触れる介護は介助ごとに利用者に声を掛け

た上で原則同性の職員が介護をしています。 

21 

（Ａ-2-(3)生活環境） 

室内は、整理されており、風呂やトイレに手すりを設置しています。シーツ交換や洗濯も必

要に応じて実施しています。利用者間でルールを決める話し合いの際には、職員が同席し、

特定の利用者から過度の影響を受けないよう配慮しています。寝る前に湯たんぽで足を温め

たり、エアコンや寝具でこまめに温度を調節し、利用者が安眠（休息）できるよう支援して

います。入浴・排泄・歯みがきの際に介助が必要な利用者には、同性介助をしています。夜

間は、1名勤務となりますが、近隣の同じ法人のグループホームの職員と連携することによ

り、同性介助を実現しています。 

22 

（Ａ-2-(4)機能訓練・生活訓練） 

利用者のペースを守りながら、利用者自身が主体的に機能訓練・生活訓練を実施するよう努

めています。そのため、職員は過剰に手伝いすぎることが無いよう見守りをしています。利

用者の生活の場であることを踏まえ、長期的な視点で支援するよう努めています。管理者と

して、利用者が着実に成長していることを実感しています。 

23 

（Ａ-2-(5)健康管理・医療的な支援） 

健康管理は、日中活動の施設と連携して行っています。また、看護師が月2回ホームを訪

れ、利用者の健康観察をしています。利用者の心身状況によって、通院同行やカンファレン

スを実施しています。誤薬防止のため、薬のセット時・瓶に移す時、利用者に渡す時など、

別々の職員がチェックしています。服薬している利用者には「かかりつけ薬剤師」制度の利

用を提案し、日常生活で発生した身体の不調や生活上の相談に医療従事者と連携して対応す

る体制の構築に努めています。処方薬が変更になった際には、事前に職員が効能や副作用を

十分理解しておく必要があると考えています。 

24 

（Ａ-2-(6)社会参加、学習支援） 

ガイドヘルパーを活用しての自主的活動やどんど焼きなどの地域行事への参加などを積極的

に支援しています。7月には、浴衣会を実施し浴衣を体験しました。毎年実施している2泊3

日の旅行は、利用者の希望で行先を決定しています。利用者にとって、最も楽しみにしてい

る社会経験の機会ですが、コロナ対策優先の方針で実施が困難な状況です。その他、余暇活

動として工場見学（オンライン）や季節を実感できる料理作り、野菜の収穫等を経験する機
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会を作っています。また、コロナ過で実施回数は不定期となりましたが利用者や職員が共に

学ぶための「利用者・性と命の勉強会」を開催しています。 

25 

（Ａ-2-(7)地域生活への移行と地域生活の支援） 

ガイドヘルパーの利用の提案や地域のサークル活動などの情報を提供することにより、利用

者が主体的に地域活動に参加するよう働きかけています。利用者が外部のサービスを利用す

る際には、そのサービス提供先に対し、利用者支援の対応方法などについても伝えるように

しています。利用者が一人暮らしを希望する場合には、サテライト型グループホームの情報

を提供し、見学や一人暮らしを体験する機会を設けるよう努めています。また、管理者は地

域生活充実のため、支援者を増やしていく必要があると考えています。 

26 

（Ａ-2-(8)家族等との連携・交流と家族支援） 

年に数回ハーブ通信で利用者の様子を知らせる他、週の中日の祝日には、家族にも声をかけ

てサロンを実施し、季節ごとの楽しみを提供しています。また、家族職員懇談会や利用者家

族職員懇親会を実施し、家族の状況や利用者情報を把握する機会とするとともに家族同士が

知り合う機会を設けています。懇親会の浴衣会では、全員が浴衣を着て近所の神社に参詣し

ました。家族の不安や困りごとへの対応にも努めています。一例として、親が元気なうちに

後見人制度を活用し、将来に亘り利用者が安心して生活を続けられるよう支援しています。 

 

 


